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今回発表の

事業所や

サービスの

紹介

平成１９年に開設、特養６２名、ショートステイ１０名のユニット型特

別養護老人ホームである。「私たちの願いは、お客様の笑顔、家族の笑顔、

職員の笑顔、そして地域の信頼です」を経営理念とし、利用者の方々に

「生き生き」「のびのび」と明るく、そして楽しい暮らしの提供を目的と

して運営している。

《１．研究前の状況と課題》

新規施設の開設にあたって、法人としてユニ

ット型施設が初めてだった事もあり、従来の支

援方法について一から見直しを行った。特に入

浴については、要介護状態となり施設へ入所す

ると、他の利用者と一緒に流れ作業のような入

浴介助を受けたり、全て機械任せの入浴となっ

てしまうことが少なくない。 

介護保険制度の「入所者がその有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよ

うにすることを目指す」という基本方針に則

り、一人ひとりの能力や生活習慣を大事にする

支援を行うには、こうした入浴支援方法を見直

す必要があった。 

そこで、施設の設計の段階から、お一人おひ

とりが安心して入浴できる環境を整えるため

に各種工夫をこらすとともに、職員一人ひとり

が安全に入浴介助を行える技術を身に付ける

ためにはどうすればよいか試行錯誤してきた。

《２．研究の目標と期待する成果・目的》

<研究の目標> 

・出来る限り、その人の有する能力を活かした

入浴支援を行う。 

・家庭と変わりのない、ゆったりとリラックス

した入浴時間を提供する。 

・そういった支援を行うための理念と技術を職

員一人ひとりが身に付ける。 

<期待する成果> 

要介護状態の軽減または悪化の防止となり、自

立した日常生活を送れるようになる。 

《３．具体的な取り組みの内容》

開設前の入浴支援に関する検討の結果、各ユ

ニットに家庭的な一人用の浴槽を導入し、一人

ずつ入浴を行う方法（以下、個浴という）を原

則として入浴支援を行うこととなった。そして

より多くの方に個浴による入浴支援を行うた

めに、次のような取り組みを行った。 
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１、生活リハビリを取り入れた移乗介助 

要介護状態が重度の方でも、その方の残存能

力を最大限活用した、負担や恐怖心の少ない移

乗介助をおこなうために、身体の仕組みを知

り、人間の自然な動きに沿って介助を行う方法

を導入し徹底した。 

２．入浴支援を軸にした業務の見直し 

業務主体による入浴日の固定は行わず、利用

者の生活習慣や希望に合わせ柔軟に入浴でき

るように業務を組み立てた。 

３、新任職員に対する指導 

入浴は生活習慣の一部であり、日本人にとっ

て欠かせないものであるという事を中心に、自

立支援における入浴の重要性を指導した。 

４．技術研修・勉強会 

重度の方への個浴支援を行うためには、職員

の意識啓発と技術の向上が必要であった。その

ため外部から講師を招いてセミナーを開いた

り、それに参加した職員を中心に内部研修を活

発的に行うことによって、全体のレベルアップ

を図った。 

《４．取り組みの結果と考察》

現在、全ての利用者に対し個浴での入浴支援

を行い、浴槽を跨ぐ、浴槽の淵に掴まって立つ

といった動作や洗身洗髪等の行為は、出来る限

りご自分で行って頂けるよう支援している。 

その結果、平成24年４月現在の入居者で、

入所前は機械浴を利用していた方10名のうち

入所後要介護度が軽減した方が4名、変わらな

かった方が6名であった。こうしたことから、

日ごろ行っている自立支援が要介護度の軽減

や悪化の防止に繋がっており、個浴は自立した

生活を送るきっかけのひとつになっていると

考えられる。 

また、本研究に際し、入浴支援に関するアン

ケートを利用者家族に実施した。その結果９割

の方が個浴に対して「良い」と感じており、“個

浴支援が施設を選ぶ第一条件になった”“最期

の時まで入浴を楽しんで欲しいという気持ち

でいっぱいです”といった意見が聞かれた。 

また、利用者からは“小さいお風呂は初めてだ

ったが、のびのびと入れて良かった”といった

声が聞かれた。さらに、福祉サービス第三者評

価でも“入浴は自立につながる生活リハビリと

しての視点で重視し、一人に30分程度時間を

掛けて丁寧に利用者のペースに合わせて支援

している”といったことが評価されている。 

その他にも職員数の削減や業務時間の短縮

につながった。 

しかし一方で、個浴での支援と言う形にとら

われ過ぎたり、介助技術の向上のみが先行し過

ぎたこともあり、利用者の好みや習慣を入浴支

援に十分に活かしきれておらず、リラックスし

て「入りたい」と思える入浴支援が今後の課題

として挙げられた。今年度からは入浴委員を中

心に、生活における入浴の重要性や利用者の主

体性を重視した入浴支援方法についての研修

など、職員の意識統一を図る取り組みを行って

いる。 

《５．まとめ、結論》

高齢者施設において利用者や家族の多くは

家庭的な個浴での入浴を望んでおり、個浴支援

への取り組みを行う事で、利用者の自立した日

常生活を営むきっかけのひとつになっている

ことがわかった。その一方で、より満足度の高

い入浴支援を行う為には入浴介助の技術だけ

でなく、入浴支援に対する職員の意識を変えて

いくことが必要である。

《６．提案と発信》

要介護状態になって施設に入所しても、自立

した日常生活を営むことが出来るよう支援す

るために、個浴はとても有効な支援方法である

が、個浴という形や入浴介助の技術だけでな

く、本当に入りたいと思えるお風呂にするため

の職員の意識や関わりが、利用者満足の向上の

ためには重要である。
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